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【 運営に対する 方針に基づく 報告】  

１ ． 法人中期計画について 

法人が目指す拠点数など の事業再編の中期計画策定の為、 介護保険施設につ 

いては、 長慶荘・ 神山荘の新築移転統合、 障害福祉サービ ス については、 矢立 

育成園・ 白沢通園セン タ ーの再編・ 統合を 年度当初に計画し た。  

長慶荘・ 神山荘の新築移転統合については、 大館市が花岡地区を 脱炭素先行 

地域と し て国に申請し た際に、 神山荘が再エネ導入対象施設と なっ ている 為、  

統合案は保留と し ている 。  

矢立育成園・ 白沢通園セン タ ーの統合については、 入所支援施設を 生活介護 

に移行する 事に絞り 、 進め方や移行完了時期を 検討し ながら 、 ス ケ ールメ リ ッ  

ト がある 道目木更生園や軽井沢福祉園への入所者の移行を 行っ た。  

   高齢者グループホーム については、 令和５ 年度に事業縮小し たＧ Ｈ たし ろ の 

状況検証を 行い、 Ｇ Ｈ かみやま についても 令和７ 年度初めに事業縮小する 事を  

計画し ていたが、 退職に伴う 補充が出来ていない現状と 、 人員不足によ る 夜勤 

者の確保が困難な状況が続いた為、 計画を 前倒し し て夜勤者の確保を 最優先と  

し て考え、 Ｇ Ｈ かみやま を 12 月に２ ユニッ ト から １ ユニッ ト 減ら す再編を 行 

っ た。  

 

２ ． 法人設立 50 周年記念について 

９ 月 30 日に法人設立 50 周年を 迎え、 こ れま で頑張っ てき た職員に向けた感 

謝の 50 周年と し て、 法人役職員のみを 対象に記念式典及び祝賀会を 行っ た。  

記念誌については、 利用者の生産活動に寄与する 為に、 白沢通園セン タ ー新 

事業の印刷作業に依頼し て発刊し 、 記念誌の特別企画と し て法人内若手職員職 

員によ る 座談会を 実施し 、 新し い 50 年に向けた未来を 創造し ている 。  

 

 

【 支援・ 介護に対する 方針に基づく 報告】  

１ ． 虐待事案及び防止について 

障害者支援施設において、 ２ 年連続で虐待事案が発生し た事を 踏ま え、 虐待 

防止対策と し て、 学習会の実施や標語での啓蒙、 職制職員によ る 定期的な自拠 

点のラ ウ ン ド チェ ッ ク 、 虐待防止チェ ッ ク リ ス ト を 用いた職員へのアン ケート  

調査及び結果のフ ィ ード バッ ク を 行っ たが、 障害福祉サービ ス 事業所で、 ま た 

も 利用者への不適切な支援が疑われる 事案が発生し た。 利用者や職員への聞き  

取り を 行っ たが、 過去の教訓が活かさ れていない状況であっ た。  

 ど う し たら 虐待防止及び福祉サービ ス の質の向上の為の環境を 構築出来る  

か、 来年度に向けて法人内検討会議において更なる 改善策について協議を 行っ  

た。  
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【 地域社会に対する 方針に基づく 報告】  

１ ． 業務継続計画( Ｂ Ｃ Ｐ ) について 

業務継続計画策定後の自然災害訓練について、 事業の継続や福祉避難所と し  

ての地域貢献を 含めた計画を 実施する 為に、 大館市社会福祉施設等災害支援ネ 

ッ ト ワ ーク 避難訓練が大館市総合防災訓練と 共催で５ 年ぶり に実施さ れ、 各拠 

点施設が避難所への駆け付け及び福祉避難所への移送訓練に参加し ている 。  

 

２ ． 地域連携推進会議について 

   障害福祉サービ ス 改正によ り 、 令和７ 年度から 障害者入所支援施設及びグル 

ープホーム において、 外部の目を 入れた「 地域連携推進会議」 を 年１ 回以上開 

催する 事が義務付けら れた。 会議開催の準備と し て、 会議の内容や構成員につ 

いて協議し 、 実施要綱を 作成し ている 。  

 

３ ． 医療と 介護の連携について 

   令和６ 年度介護報酬改定によ り 、 医療機関と 介護保険施設と の連携強化が義 

務付けら れ、 大館市立総合病院と 協定を 締結し ている 。 内容と し ては、 特別養 

護老人ホーム と グループホーム の利用者が入院を 要する 場合に原則受け入れて 

も ら う 事と 、 退院可能と なっ た場合に速やかに施設で受け入れる 事になっ た。  

 

 

【 福祉人材に対する 方針に基づく 報告】  

１ ． 処遇改善加算における 職場環境要件について 

４ つある 処遇改善加算が統一さ れた事に伴い、 現場の課題の見える 化及び業 

務手順書や記録等の工夫によ る 情報共有や作業負担の軽減が義務付けら れた。  

現場の課題の見える 化の取り 組みと し て、 全拠点で厚労省が示す「 生産性向上 

ガイ ド ラ イ ン 」 に基づき 、 課題の把握及び対応策の協議を 行っ た。  

 

２ ． 定年 65 歳後の 70 歳ま での就業機会確保について 

改正高年齢雇用安定法の施行によ り 、 来年度 65 歳定年と し た場合、 70 歳ま  

での就業機会の確保が求めら れており 、 継続雇用規程における 適用年齢を 65 

歳から 70 歳にする 改正を 実施し た。  

 

 

今後と も 法人各拠点においては地域の社会資源と し て、 ま た施設及び在宅サービ  

ス においては、 利用者様の視点に立っ た質の高いサービ ス の提供に努めていく と と  

も に、 社会のセーフ ティ ネッ ト を 担う 社会福祉事業者と し て役職員一丸と なっ て事

業にあたる こ と を お誓い申し 上げ令和６ 年度の事業報告と 致し ま す。  

 

 

                    令和７ 年３ 月３ １ 日 

                    社会福祉法人 大館圏域ふく し 会 

                     理 事 長  畠 澤 政 一 
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